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（１）姓　（２）名　（３）性別　（４）生年月日　（５）出生地　（６）国籍　（７）職業　
（８）旅券番号　（９）旅券の有効期限　（10）旅券の発行日　（11）旅券の発行地　
（12）査証番号（ある場合）　（13）査証発行年月日（ある場合）　（14）査証発行地　（15）ラオスでの滞在先　
（16）入国目的（左上から外交、公用、訪問、右上から商用、観光、通過）　（17）利用便名（入国）　
（18）乗機地、団体旅行ですか？　（19）滞在先電話番号
（20）入国日（(日／月／年）　（21）署名

（１）姓　（２）名　（３）生年月日　（４）出生地　
（５）性別　（６）国籍　（７）職業　（８）入国日　
（９）旅券番号　（10）旅券の発行日　（11）旅券の発行地　（12）署名　
（13）ラオスでの滞在先

〈出　国〉

〈入　国〉

 

  



11 OCT 20XX

 
 

（１）姓　（２）名　
（３）国籍　（４）旅券番号
（５）職業　（６）滞在先　
（７）利用便名（入国）　（８）乗機地　
（９）申告書に含む家族の人数
（10）署名　
（11）入国日

（12）１．麻薬の所持は、厳罰に処されます。
　　 ２．禁止・規制品：銃などの火器、爆発物、猥褻物、仏教画、
　　　　アンティークなど。
　　 ３．次の品物を所持する場合、税関係員に申告下さい。
　　　　・１人につき、2,000米ドル相当を超える外貨
　　　　　または50米ドルを超える外国製品
　　　　・次の規定量を超えるもの
　　　　　タバコ200本、葉巻50本、刻みタバコ100g、スピリッツ
　　　　　１リットル、ワイン２リットル、再輸出するもの
　　 ４．次の品物を輸入する場合、関係官庁の輸入許可が必要です。
　　　　　薬品、猥褻物、カセットまたはＣＤ、化学薬品、動物、
　　　　　野生生物、植物

  


